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Patent Prosecution Practice in Japan 

- Tips for Obtaining a Patent in Japan ‐ 

「日本特許出願実務 －特許取得への助言－」 

 

【作成者】 

 丹野 寿典、那須 威夫、二宮 浩康 

 

【概要】 

 米国の企業や発明者が日本に特許を出願する意義を見出せるよう、主として

出願時の有用な手続及び統計データを紹介するための資料を作成し、この資料

に基づいてこれら手続や統計データを、“Discover IP Japan Conference 

2017”の Session 1 にて紹介した。具体的には以下の手続・統計データに紹介

内容を絞った。 

� 日本の近年の特許率 

� 特許法の保護対象 

� 特許出願手続 

� 分割出願 

� 早期審査制度（PPH 及び早期審査請求） 

� 特許維持年金 

 Session の題名は"Patent Prosecution Practice in Japan - Tips for 

Obtaining a Patent in Japan -"とし、Session は 2 部構成とした。第 1 部で

は、上記の項目についての講義を行った。第 2 部では、米国出願人が日本へ特

許出願をする架空の話を作り小劇を行い、この話を通じて第 1 部の講義の内容

をより具体的に理解できるようにした。第 2 部においては、ナレーター、日本

弁理士 2 名、米国弁理士 1 名の役を設け、実際の米国弁理士が米国弁理士役を

演じた。 
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1. Session 1 第 1 部 

1－1. 日本の近年の特許率 

 近年の日本の特許率を示すスライドである。 
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1－2. 特許法の保護対象 

 発明の定義（法上の発明）を説明するスライドである。 

 法上の発明に当たらない発明を例示するスライドである。 
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 法上の発明に対する「産業上の利用可能性」の要件を説明するスライドであ

る。 

 

 コンピュータ利用発明の発明該当性を説明するスライドである。 
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 コンピュータ利用発明に係る特許出願の特許率を示すスライドである。 

  



2017/03/5 

6 

 

1－3. 特許出願手続 

 典型的出願手続を示すスライドである。 

 

 パリルート日本出願の各手続期間を説明するスライドである。 
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 ＰＣＴ出願に基づく日本出願の各手続期間を説明するスライドである。 
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1－4. 分割出願 

 分割出願について、用件や出願の機会等を説明するスライドである。内容を

複雑にしないために、拒絶査定不服審判前の審査段階での手続を説明している。 
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1－5. 早期審査制度（PPH 及び早期審査請求） 

 平均審査期間を示すスライドである。 

 

 

 審査期間を短くする制度としてＰＰＨを紹介するスライドである。 
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 審査期間を短くする制度として通常の早期審査手続を紹介するスライドであ

る。 

 

 ＰＰＨと早期審査手続との比較をするスライドである。 
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2.  Session 1 第 2 部 

 第 1 部の講義の内容を下記の架空の米国からの出願の話しに当てはめ、聴衆

の更なる理解を図った。また、ここでは、日本での特許に係わる費用を示すた

め、特許出願費用、特許維持費用を紹介するようにした。 

 架空の出願の話は、米国の発明者から日本での特許出願の依頼を受けた米国

弁理士と日本弁理士との間の日本での特許出願手続をめぐる話である。あらす

じを以下に示す。 

 

 【あらすじ】 

 米国の発明者は、発明品を米国と日本で販売したいと思っており、米国

と日本で特許を取りたいと考えている。 

 この発明品の日本での発売予定は米国での発売よりも数年後である。 

 このため、先ず米国特許出願が行われ、その後、この米国出願に対する

優先権を主張したＰＣＴ出願がなされた。そして、日本での発明品の販売

タイミングに合わせるべく国際出願の日本へ国内移行が行なわれた。 

 米国特許出願に対しては、クレーム発明が進歩性を有していないため拒

絶されたが、クレームの減縮補正が行われ、米国特許出願に対しては特許

が付与された。 

 日本特許出願に対しては、米国での特許クレームに基づくＰＰＨの請求

がなされ、特許が付与された。 

 一方、発明者は、発明品の日本で発売前に、中国製の類似品の発売に気

が付いた。この類似品は、上記日本特許クレームの保護範囲に含まれてい

なかった。 

 そこで、この類似品も権利保護すべく、特許査定後の分割出願制度を利

用し、分割出願を行った。この分割出願では早期審査を申請した。 

 この分割出願に対しても特許査定がなされ、類似品をマーケットから排

除することができた。 

 

 以下、第 2部に用いたスライドを示す。 
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